
 

伊予市協働の指針 
～市民と行政がつながり共に築く社会に向けて～ 
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はじめに 

 

 本市は、平成 17 年 4 月 1 日に旧伊予市、旧中山町、旧双海町の 1 市 2 町

が合併し、約 4 万人が暮らす自然豊かでにぎわいのある「新伊予市」として誕

生しました。 

しかしながら、合併から 10 年以上が経過し、少子高齢化・過疎化の影響など

によって、学校の統廃合、商店街の衰退、空き屋や耕作放棄地の増加など、様々

な問題が表れてきております。 

今日、人口が減少する一方、価値観が多様化する社会を迎え、まちづくりに対

する考え方や取り組み方が変わってきております。 

これからは、市民、行政という既存の枠組みや関係性を見直し、それぞれが持

つ特性や強みを活かしながら、まちづくりに取り組むことが不可欠になってき

ております。 

 今回、本市における協働についての基本的な考え方や進め方を示した「伊予市

協働の指針」を策定いたしましたので、市民と行政がつながり共に築く社会の構

築に向け、本指針が活用されることを願います。 
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１ 策定の背景 

  本市では、少子高齢化や過疎化による担い手の減少と合わせ、地域における

連帯意識の希薄化などによって、これまで行われてきた地域活動が困難にな

るなど、市民生活への影響も少なからず生じてきています。 

  また、行政においては、多様化する市民ニーズに対し、従来の公平、一律の

アプローチでは対応が難しくなってきているほか、財政の健全化や行政の効

率化など喫緊の課題を抱えているため、これまでのように、行政のみで公的活

動を担うことが困難になってきています。 

一方では、ＮＰＯ（注 1）（ＮＰＯ法人、市民活動団体、ボランティア団体）な

どが、地域の課題解決のために公益的活動（注 2）担う場面も増えてきています。 
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※資料　国政調査（平成7年～平成27年数値）より
※平成7年及び平成12年の数値は旧1市2町の数値を合算したものを記載

一世帯当人数

区分別

年少人口（14歳以下） 70.0

79.3

135.9

生産年齢人口（15歳～64歳）

老年人口（65歳以上）

年齢不詳

（単位：人、世帯：％）

世帯数

○　伊予市の人口と世帯の動向

総人口

平成7年 平成17年 平成22年 平成27年
年　

　項目
平成12年

変化率
（H27/H7)

 

（注 1）「ＮＰＯ」・・・民間の非営利組織のことで、福祉や環境、国際協力などの

社会的な課題に、市民が主体的に取り組んでいる市民活動団体のこと。 

（注２）「公益的活動」・・・営利を目的とせず、公益の増進に寄与することを目的

に、市民が主体的に取り組む活動 
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２ 策定の目的 

  価値観が多様化する社会において、市民ニーズに応じた行政サービスを可

能にするためには、市民（注 3）が行政に参画（注 4）することと合わせ、直接、公

益活動の担い手になっていただく必要があります。 

今後は、市民と行政が連携して「まちづくり」（注 5）を行う、「協働」が重要

になってきており、「協働」を進めることで、市民が主役となった、魅力あふ

れるまちづくりが可能になります。 

  今回、「協働」を進めるにあたり、市民と行政共通のルールづくりが必要と

なることから、「伊予市協働の指針」を策定することになりました。 

 

【指針策定の目的】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 市民と行政が協働の理念について共通の理解を深める。 

（２） 市民活動（注 6）を促進し、地域コミュニティを活性化する。 

（３） 市民参画制度の拡充を図る。 

（４） 市民及び行政職員の意識改革を促す。 

 

 

（注 3）「市民」・・・市内の居住者、勤務者、通学者、事業者、自治会等の地域組

織、NPO 法人やボランティア団体等の市民活動団体など、市内で活動する

全ての個人や団体の総称 

（注 4）「参画」・・・まちづくりに関する施策や事業等において、計画、実施、評

価等の過程で市民が意見や提言を行い、市政に積極的に関与すること。 

（注 5）「まちづくり」・・・道路、公園等の街並み整備だけでなく、防災・環境・

福祉・文化など、暮らしをよくする様々な地域活動のこと。 

（注 6）「市民活動」・・・市民の自主的な参加によって行なわれる自発的な活動

で、営利を主たる目的とせず、多数の市民の利益の増進に寄与することを

目的とした活動のこと。但し、宗教上の協議を広めたり、特定の政党や政

治家を支援する活動は含みまれません。 
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３ 協働とは 

  「協働」とは、市民、企業、団体等多様な主体が、行政と相互信頼、尊重

のもと、一定の役割や責任を分担し、お互いに協力しながら「まちづくり」に

取り組むことを意味します。 

「協働」が進むことで、市民ニーズに沿ったまちづくりや効率的な行政運営

が可能になると考えられます。また、地域に関心を持つ市民が増えることから、

住民自治（注 7）の意識醸成にもつながることが期待されています。 

 

 

 

 

 

４ 協働の位置付け 

本市の最高規範である「伊予市自治基本条例」の前文及び各条において、

協働の位置付けを行っています。 

 

 

 

 

 

 

また、第 26 条においては、「参画と協働」に関する事項を調査協議するた

め、「伊予市参画協働推進委員会」を設置することを定めています。 

 

本市のまちづくりの基本構想及び基本計画を示した「伊予市第２次総合

計画」において、「参画協働推進都市の創造」を掲げ、協働のまちづくり

を推進しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

第２０条（参画と協働） 

 市民、市議会及び執行機関は、目的と情報を共有し、相互の理解と信頼のもとに、

参画と協働によるまちづくりに取り組むものとする。 

第４条（自治の基本理念） 

(3) 市民、市議会及び執行機関が、相互に補完しながら協働して市政を進めること。 

（基本目標５ 参画協働推進都市 本文より抜粋） 

 ●「地域コミュニティにおいて、中心的な役割を果たす自治会活動を積極的に支

援するとともに、NPO やボランティア団体など様々な団体にまちづくりの情報を

提供するとともに団体間での情報交換などの支援も行なうことにより、市民と行政

の協働によるまちづくりに努めます。」 

 ●「自治基本条例の理念のもと、まちづくりの主体である市民と行政が多様な価

値観を認め合い、情報の共有を図りながら、協働によるまちづくりを進めます。」 

 

（注７）「住民自治」・・・地域内の問題や課題を住民が話し合い、住民自らが責

任を持って決定し、住民相互の協力により地域を築いていこうとする意識

や活動のこと。 
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５ 協働に期待される効果 

  市民と行政が連携することで、様々なメリットが期待されています。 

 

 

  

【市 民】 

❶ 市民ニーズに応じた、きめ細やかな行政サービスが受けられる可能性が

広がります。 

 ❷ 市民が持つ情報や知識が行政に伝わることで、活動への社会的な理解や

評価が高まります。 

 ❸ 様々な知識や経験を持つ人と交流することで、活動の場や生きがいの場

が広がります。 

 【市民活動団体等】 

 ❶ 地域社会で実績を残すことにより、活動の目的や理念に対する認知度や

信頼度が向上し、活動の強化拡大と組織の安定化が図られます。 

 ❷ 公共サービスの提供が、事業（コミュニティ・ビジネス）として可能にな

ります。 

 ❸ 他の組織とのネットワークの構築により、新たな情報・知識の蓄積や組

織運営力、政策提言能力の向上など、組織のレベルアップが図られます。 

 

 

 

 ❶ まちづくりへの関心や参加意識が高まることで、参加・参画する場が充

実し、自己実現や生きがいづくりの機会が広がります。 

 ❷ 地域内の人間関係が深まり、連帯感が生まれることで、安全安心な地域

の形成が図られます。 

 

 

 

 ❶ 市民ニーズの的確な把握により、効果的な行政サービスの提供が可能と

なることから、行政の効率化（事務、財源、人員等）が図られます。 

 ❷ 協働の取り組み過程で相互理解が深まり、市民との信頼関係の構築や職

員の意識改革が図られます。 

 

 

市民（団体等）のメリット 

地域社会のメリット 

行政のメリット 
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  市民意識の把握を目的に実施した平成 30 年度「伊予市市民満足度調査」

によると、協働という言葉が十分に浸透しておりませんでした。また、地域で

の協働活動ついても半数の方が参加の経験がないという結果になりました。

今後も協働の普及に向けた更なる取組みが必要となっています。 

 

○「協働」という言葉を知っていますか。 

 

 

○身近な協働の活動に参加したことがありますか。 

 

6.0

16.5

27.5

42.8

6.6

0.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

よく知っている

ある程度知っている

聞いたことはあるが内容は知らない

知らない

分からない

無回答

問5-6-3：◇参画と協働の推進◇ 住民自治推進事業 ％

個人の価値観が多様化・複雑化し、従来の画一的な公共サービスでは、必要とされるニー

ズに応えることが難しくなっています。今後は、市民の皆様と市が共に役割や責任を分担

し、協力や連携しながらまちづくりに取り組む「協働」が重要になると考えられますが、「協

働」という言葉を知っていますか。

51.5

5.6

6.6

3.8

22.5

8.2

1.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

参加したことがある

機会があれば参加したい

機会はあったが参加しなかった

参加したくない

分からない

自治会に加入していない

無回答

問5-6-4：◇参画と協働の推進◇ 住民自治推進事業 ％

身近な協働の活動には、市民の皆様が加入している自治会活動もあてはまります。

自治会活動には、①環境美化（道路、河川の清掃等）、②自然保護（環境パトロール等）、

③福祉（高齢者への弁当配布等）、④防災防犯（自主防災組織活動や防犯パトロール等）、

⑤公共施設の管理（集会所の管理等）、⑥観光（観光ガイド等）、⑦イベント（地域イベント

の企画運営等）、⑧その他様々なものがありますが、参加されたことはありますか。

また、今までに参加された方及び今後参加を希望される方は、その活動内容を①～⑧の

なかから選び、回答欄の番号を○で囲んでください。（複数回答可）。

「伊予市市民満足度調査」 
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６ 協働の推進 

  これからの市民と行政のあり方は、高度化・専門化する市民ニーズにあわせ、

従来の需要者（市民）と供給者（行政）という一方向な関係から、市民活動に

係わる多様な担い手と行政が、共通のルールのもとで、相互の長所や特性を活

かし連携・協力を図る、双方向な関係へと変わっていく必要があります。 

 

 
 

 

【従来：一方向】

【協働後：双方向】

行 政

行 政

市 民

・市民

・NPO

・民間企業等

要 望

サービスの提供

市 民

・市民

・NPO

・民間企業等

協

働

相互信頼・尊重

目的・目標の共有

対等な関係など

【共通ルール】

意見の反映

市政への参画
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また、これからの成熟した社会（注 8）では、多様な担い手が参加する「新しい

公共」（注 9）の領域を拡大させていくことが必要不可欠になると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民主導 市民・行政対等 行政主導

内　容
市民の責任と主
体性によって独
自に行なう領域

市民の主体性の
もとに行政の協
力によって行な
う領域

市民と行政がそ
れぞれの主体性
のもとに連携し
て行なう領域

行政の主導によ
り、市民の協力
や参加を得て行
う領域

行政の責任と主
体性によって独
自に行なう領域

形　態 【自　助】 【公　助】

共催・実行委員会

公  益
サービス
の範囲

主　体 市　民
市民と行政

行　政

新しい公
共の範囲

行政が行なう方
が効率的で市民
では担えない公
共サービス

市民ニーズの多様化により市民及び協働の役割が拡大。きめ細かな公共サー
ビスなど、身近な組織が行う方が効率的な分野。多様な主体が協働・連携し
て行うサービス

協働の領域のイメージ

事業協力

後援

指定管理

委託
実施方法 自主事業

補助・助成

単独事業

【共　助】

行政の領域市民の領域

協 働 の 範 囲

公益サービス

新しい公共

 

（注８）「成熟した社会」・・・経済や社会制度の発展により、物やサービスで満たされた

社会がピークを向えるなか、精神的な豊かさや生活の質を重視しようとする社会。 

（注 9）「新しい公共」・・・まちづくりや社会的課題に対して、行政だけが公共の役割を

担うのではなく、市民や NPO など地域の多様な主体も、公共の担い手として参加

する社会やその考え方。 
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【協働の実施方法】 

  協働によるまちづくりを行うためには、次のような実施方法があります。 

  事業の目的や内容に応じて、ふさわしい方法を選択する必要があります。 

 

 

実施方法 特  徴 

後援 

市民が行なうべき事業において、行政がその事業の趣旨

に賛同し、認知度や信頼度などの側面的な支援を行なう

目的で市の名義使用を認める方法。 

補助 

助成 

市民が行なう公益性の高い事業に対し、行政が課題や目

的を共有した上で、補助金や助成金などを交付し支援す

る方法。 

共催 

市民と行政が主催者として行う共同事業において、双方

が責任を分担しながら、お互いの知識や経験、能力、人

的ネットワークを活用して、事業の企画や運営を実施す

る方法。 

実行委員会 

関係する市民や行政などが対等な立場で組織した団体

で、社会的責任を共有しながら、お互いの知識や経験、

人的ネットワーク等を持ち寄り、事業を実施する方法。 

委託 

行政が行なうべき事業のうち、市民の先駆性・専門性・

柔軟性などを生かした方がより効果が期待できる事業

について、行政が市民に業務依頼（委託）する方法。 

指定管理 

地方自治体が所管する公の施設について、民間が持つノ

ウハウを活用し、市民サービスの向上と管理運営におけ

る効率化を図ることを目的として民間事業者に委ねる

方法。 

事業協力 

市民と行政がお互いのノウハウ、人材、情報などを提供

しあい、役割分担しながら、一定期間継続的に事業を協

力して実施する方法。 

 

 

 

 

 

行政主導 

市民主導 

市民・行政共通 

 

実 施 
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７ 協働の基本原則 

  協働の事業を進めるためには、市民と行政がお互いの特性を理解し、共通の

ルールやマナーのもとで取り組む必要があります。 

  この共通認識のもとで、相互に役割や責任を分担し、連携協力していくこと

が重要になります。 

 

   

 

 

（１）目的やプロセスの共有 

・・・達成すべき目的やそれに至るプロセスを共有し、共通認識のもとで取り

組むことが重要です。 

（２）対等性の確保 

・・・市民と行政の関係は、上下ではなく、横の関係です。対等なパートナー

として位置づけることが必要です。 

（３）相互理解の推進 

 ・・・市民と行政は、お互いの特徴や立場の違いを理解、尊重し、信頼関係を

築くことが重要です。 

（４）自主性・自立性の確保 

 ・・・市民と行政は、お互いの活動が自主的であり、かつ自己責任の下で行な

われていることを自覚し、相手の活動を尊重することが必要です。 

（５）情報公開の推進 

 ・・・市民と行政は、十分な情報公開を行い、協働活動の公平性や透明性を確

保し、広く社会に公開することで、市民の理解を得られるよう努めるこ

とが必要です。 

（６）役割の分担 

 ・・・市民と行政は、効果的で効率的な取り組みが行われるように、お互いの

特性に応じて役割分担をする必要があるとともに、責任の所在や範囲を

明確にすることが必要です。 

（７）評価の実施 

 ・・・市民と行政は、協働事業の成果や効果について、自己評価や第三者から

の評価を受けることで、事業や協働の関係を改善することが必要です。 

 

協働の原則 
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地域の課題を解決するため、市民と行政が連携して取り組む活動には様々な

ものがありますが、協働の効果があらわれやすい分野としては次のようなもの

が考えられます。ただし、こうした分野においても社会の変化や市民のニーズ

に合わせながら取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 例）子育て支援、高齢者支援、買物バス運行事業、 

公共施設の管理・運営、景観まちづくり事業、 

健康増進事業 

 

 

 

 例）防犯・防災、青少年問題、ごみの減量化や 

清掃活動などの環境美化活動 

 

 

 

 

 例）歴史文化遺産の継承と活用事業、芸術、 

文化、スポーツなどの生涯学習、国際交流 

 

 

 

 

 例）まちの環境を守るためのルールづくりなど 

 

 

 

 

協働にふさわしい分野 

◎ 地域の実情に合わせ、きめ細やかで柔軟な対応が必要な分野 

◎ 地域社会との密接な連携が必要な分野 

◎ 特定分野の専門性など、行政とは異なる発想でのサービスが期待

できる分野 

 

◎ 合意形成が必要な分野 

◎ 今までに行政が取り組んだことがない先駆的な事業 
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８ 協働の進め方 

  協働を行うためにはいくつかのプロセスを踏む必要があります。 

  また、各プロセスにおいて、「協働のルール」が守られているか確認しなが

ら進めていく必要があります。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結
果
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク 

目的の共有を図りながら、事業を実施した場合に期待される効果について検討しま

しょう。 

目的を達成するため、事業効果が期待できるパートナーを見つけましょう。 

※パートナーの例：個人、自治会、地域団体、事業者、市民団体、行政等 

事業の実施における相互の役割や責任を明確化し、最適な実施方法などについて検討し

ましょう。 

目的や効果が達成されたか確認するとともに、取り組み段階でおきた課題を出し合

い、次回の改善につなげましょう。 

前段階 

第１段階 

第２段階 

協働を実施するためのパートナー探し 

 

目的の共有と事業の効果の検討（協働のスタート） 

 

 

目的を実現するための相互の役割や責任の明確化、実施方

法の検討 

 

 

事業実施後 事業効果の確認と改善 
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９ 行政の支援策 

  協働の取組みを進めるためには、協働の必要性を周知すると共に、市民に対

して協働の取り組みを促す支援策が必要になります。 

  市では、参画と協働によって地域課題の解決を行う組織である「住民自治組

織」（注 10）に対し、「伊予市地域まちづくり交付金」を交付し、安定的な活動が

行えるよう支援を行なっています。 

 

【伊予市地域まちづくり交付金の概要】 

項 目 内   容 

対象団体 
住民自治組織であって、かつ、地域まちづくり計画を策定

しているもの。 

対象事業 住民自治組織が地域まちづくり計画に基づき行う事業 

対象経費 住民自治組織が実施する地域づくりの事業に要する経費 

交 付 額 
①均等割額 100,000 円 

②人口割額 100 円/人 

そ の 他 
積立て、繰り越し可能 

加算交付金有り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 10）「住民自治組織」・・・共同体意識の形成が可能な一定の地域（主に小

学校区単位）で概ね２００人以上の市民で構成された組織。その地域の課

題に民主的に対応できるよう、その地域の住民のだれもが参加でき、かつ、

自発的に組織される団体のこと。行政との役割や責任の分担のもと、福祉、

環境、防災、教育などの公共的活動を実施する組織。 
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おわりに 

 

 現在、私たちが抱える地域課題は多岐にわたりますが、この課題を解決する

ポイントの一つが、本指針でも述べた協働の取り組みになります。 

まちづくりは、行政だけ、市民だけでは当然出来ません。 

多様な主体が様々な考えを持ちながら活動する社会において、本市がより良

いまちになっていくには、行政はもとより、市民の皆さん一人ひとりが「我が

こと」としてまちづくりに関心を持ち、市民活動に自主的・主体的に参加して

いただくことが重要になります。 

市民、行政をはじめ、まちづくりに係わる多様な主体が協働の経験を重ね、

必要な知識や技術を蓄積し、協働の質を上げることで、市民生活における満足

度と行政における効率化が高い次元で一致し、持続可能な社会の形成につなが

るものと考えられます。 

連帯の意識が希薄化していると言われる昨今、協働によって、地域の人々がつ

ながり、地域の人々と行政がつながることで、地域コミュニティ力が強化される

と期待されています。 

協働の取り組みにより「安全安心に暮らせる伊予市」や「希望に溢れた伊予市」

を実現し、誰もが地域に愛着を持つ、そんな人々が増えるよう、今回の指針の策

定が一つのきっかけになればと考えています。 
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